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村営墓地のご案内
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●表紙写真／「冬の森の観察」
　2月13日、村民の森で森の観察会（冬）が行わ
れ14名が参加しました。村民の森づくり専門部
会の方と一緒に雪が積もった村民の森に入る
と、シカの足跡や食事跡、木にできたキツツキ
の開けた穴など様々な生き物の痕跡があり、そ
れぞれ解説を聞くと新しい知識や発見が得ら
れ、有意義な時間を過ごすことができました。
参加者は「普段気にしないようなところに色々
な発見があった。散歩の時など色々な所に注目
したい。」と感想を話しました。

■人の動き
・人口 　7,901人 　（＋16） 　 　
・男 　3,911人 　（＋7） 　 　
・女 　3,990人 　（＋9）　　  
・世帯数　3,127世帯　（＋8） 　　 
・転入　38
・転出　16
・出生　  4
・死亡　  9

平成28年2月末現在。
（　）内は前月比。
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村営墓地の使用者募集

　　　　　　村では、村営墓地の使用者を募集しています。

≪久保地尾根西墓地（平成19年造成）≫
　墓地の場所：原村11499－4（室内字久保地尾根）
　分譲区画数：37区画
　1区画の面積：1.88m×1.76m＝3.30㎡
　分譲の種類：永代使用権の分譲（※所有権の分譲ではありません）
　分譲価格：380,000円（使用許可時に一括納付）
　墓地内施設の基準：区間内に設置できる墓石などの大きさ、配置など
　　　　　　　　　  を細かく定めています。基準以外のものは設置す
　　　　　　　　　  ることができません。
※この墓地は、原村墓地条例及び原村墓地条例施行規則により運営さ
　れます。使用者の資格、管理等についてはお問い合わせください。

≪使用者の資格（次のいずれかに該当する方）≫
　■ 原村に住所を有する方
　■ 原村に本籍を有する方で、原村に住所を有する世帯主を墓地管理
　　 人(※)に定めることができる方
　※墓地管理人は、使用者が墓地を管理できない場合や使用者に連絡
　　がつかなくなってしまった時などに、使用者に代わって墓地を管理
　　することをご承諾いただける方です。
≪墓地の管理について≫
　・墓地の共用部分の管理は村が行います。
　  （墓地区画内の管理は使用者個人でお願いします）
　・墓地使用者は、1区画あたり年額1,000円の墓地管理料をご負担い
　  ただきます。

村 営 墓 地 の ご 案 内

払沢上フラワー団地のご案内

久保地尾根西墓地の風景 分譲地の位置

墓地区画（西） 水場 物置き 草捨て場

問・申込先　　総務課企画係　電話79‐7942（直通）
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